
                         議案第８４号  

 

   日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定

について  

 

 日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。  

 

      令和  ７  年１２月  ４  日提出  

 

                日立市長職務代理者  

日立市副市長   梶  山  隆  範    

 

 

 

 

                                 

（提案説明）  

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める府令等の改正に伴い、関係規

定を改めるため、本条例を制定するものであります。  
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日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例  

（日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）  

第１条  日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。  

     目次中「附則」を  

「第４章  雑則（第５３条）  

に改める。  

 附則           」  

第５条第２項から第６項までを削る。  

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において

準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。  

第３８条第２項を削る。  

第３章の次に次の１章を加える。  

第４章  雑則  

  （電磁的記録等）  

 第５３条  特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
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をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されて

いるものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

により行うことができる。  

 ２  特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めると

ころにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を

電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

っ て 次 に 掲 げ る も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 電 磁 的 方 法 」 と い  

う。）により提供することができる。この場合において、当該特定

教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。  

  (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

   ア  特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育

給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信

回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法  
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   イ  特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・

保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者

の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定

保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法

による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法）  

  (2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもっ

て調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法  

 ３  前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイル

への記録を出力することによる文書を作成することができるもので

なければならない。  

 ４  特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保

育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければなら

ない。  

  (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用

するもの  

  (2) ファイルへの記録の方式  

 ５  前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教

育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方
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法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育

給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保

護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

 ６  第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等に

よる同意の取得について準用する。この場合において、第２項中

「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項

（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面

等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用す

る第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交

付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記

載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」と

あるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」と

あるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２

項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項

を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供

する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２

項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、第

５項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、

「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に

規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面

等による同意の取得」と読み替えるものとする。  
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（日立市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第２条  日立市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

 目次中「附則」を  

「第６章  雑則（第４９条）  

に改める。  

 附則           」  

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

第１７条第２項を次のように改める。  

 ２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄

に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第 

１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）

が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に

掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この

場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げ

る健康診断等の結果を把握しなければならない。  

児童相談所等における乳児又は

幼 児 （ 以 下 「 乳 幼 児 」 と い

う。）の利用開始前の健康診断  

利用乳幼児に対する利用開始時  

の健康診断  

乳幼児に対する健康診査  利用乳幼児に対する利用開始時  

の健康診断、定期の健康診断又  
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 は臨時の健康診断  

第２３条第２項中「次項及び第３１条第１項」を「次項、第３１条

第 １ 項 及び 第 ４ ７ 条 第 １項 」 に 改 め 、 「修 了 し た 保 育 士」 の 次 に

「（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認

定地方公共団体」という。）の区域内にある家庭的保育事業を行う場

所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第  

１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」と

いう。））」を加える。  

第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加え

る。  

第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加え、

「（以下「保育従事者」という。）」を「（以下この条において「保

育従事者」という。）」に改める。  

第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内

にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定

地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」

を加える。  

第４７条第１項中「保育従事者」を「保育士（認定地方公共団体の

区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当
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該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）その他保育に従事する職員として市長が行う研修を修了した者

（以下この条において「保育従事者」という。）」に改める。  

第５章の次に次の１章を加える。  

第６章  雑則  

  （電磁的記録等）  

第４９条  家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては、当該書面等に代えて、当該

書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。  

 （日立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）  

第３条  日立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成

事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法
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第１８条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。  

  第１２条第１項中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１

項各号」に改める。  

（日立市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）  

第４条  日立市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（令和７年条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号」に改める。  

  第２２条第１項中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に

規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園支援事業

所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第

１ ８ 条 の２ ９ に 規 定 す る地 域 限 定 保 育 士。 以 下 こ の 条 にお い て 同

じ。）」を加える。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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参  考  

 

   改  正  要  旨  

 

１  職員の基準の拡充  

  家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業及び乳児等通園支援事業におい

て従事することができる職員に地域限定保育士（放課後児童健全育成事業にあ

っては地域限定保育士で所定の研修を修了したもの）を追加することとした。  

 ※  地域限定保育士  

都道府県等が独自に実施する試験に合格し、合格した地域でのみ保育士と

して業務を行うことができる者のこと。登録後３年を経過するなど一定の

要件を満たした場合には、地域を限定しない通常の保育士として登録がで

きるようになる。  

 

２  健康診断の実施の省略  

  家庭的保育事業者等は、市が行う乳幼児健康診査の結果により利用乳幼児の

健康状態を確認できる場合には、当該利用乳幼児に対する健康診断の実施を省

略できることとした。  

 ※  乳幼児健康診査  

１歳６か月児健康診査等、母子保健法に基づき市町村が実施する健康診査  

 

３  法改正に伴う変更  

  児童福祉法の改正に伴い、条例中に引用する条項を改めることとした。  
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